
瀬戸市景観条例をここに公布する。 

平成２２年９月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第３４号 

瀬戸市景観条例 

 瀬戸市都市景観条例（平成５年瀬戸市条例第３３号）の全部を改正する。 
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附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の良好な景観の形成に関し必要な事項及び景観

法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の施行に関し必

要な事項を定め、もって親しみと愛着と誇りの持てるまちの実現に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 



⑴ 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に

規定する建築物をいう。 

⑵ 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のう

ち、建築物及び次号の広告物以外のもので次に掲げるものをいう。 

ア 擁壁 

イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 

ウ 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの 

エ コンクリートプラント、貯蔵施設、ごみ処理施設その他これらに

類するもの 

オ 自動車車庫の用途に供する立体的な施設その他これに類するもの 

カ 人形、銅像等のモニュメントその他これらに類するもの 

キ 昇降機、観覧車その他これらに類するもの 

ク その他規則で定めるもの 

⑶ 広告物 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項

に規定する屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、良好な景観の形成に関する総合的な施策を策定し、これを

実施しなければならない。 

２ 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民、事業者等の意

見、要望等を十分に反映するよう努めなければならない。 

３ 市は、公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成のため

に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。 

４ 市は、良好な景観の形成に関し、市民、事業者等の意識の高揚及び知

識の普及に努めなければならない。 

５ 市は、必要があると認めるときは、国、県その他公共団体に対し、良



好な景観の形成について協力を要請するものとする。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良

好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めるとともに、市が実施する

良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成

に自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に

協力しなければならない。 

（財産権等の尊重及び公益との調整） 

第６条 市は、この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権

利を尊重するとともに、公益との調整に留意しなければならない。 

第２章 景観計画及び景観重点地区 

（景観計画） 

第７条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、法

第８条第１項に規定する景観計画（以下「景観計画」という。）を定め

るものとする。 

２ 市長は、景観計画に法第８条第２項各号に規定する事項のほか、良好

な景観の形成に関し必要な事項を定めることができる。 

３ 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第９条に規定する手続

のほか、あらかじめ、瀬戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。 

（景観重点地区） 

第８条 市長は、景観計画の区域内において、良好な景観の形成を重点的

に図る必要があると認める地区を景観重点地区として景観計画に定める



ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により景観重点地区を定めたときは、景観重点地

区ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 法第８条第２項第２号の良好な景観の形成に関する方針 

⑵ 法第８条第２項第３号の行為の制限に関する事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が良好な景観の形成のために必要

と認める事項 

第３章 行為の規制等 

（景観計画への適合） 

第９条 景観計画の区域内において、次に掲げる行為を行う者は、当該行

為を景観計画に適合させるよう努めなければならない。 

⑴ 法第１６条第１項各号に規定する行為 

⑵ 広告物の表示若しくは設置、変更又は改造 

２ 前項の規定にかかわらず、法第１６条第１項若しくは第２項又は第１

３条の規定による届出をする者は、その届出に係る行為を景観計画に適

合させなければならない。 

（届出を要する行為等） 

第１０条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、土石の採取、

鉱物の掘採その他の土地の形質の変更（以下「土石の採取等」とい

う。）とする。 

２ 土石の採取等の行為に係る法第１６条第１項の規定による届出は、同

項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 

３ 土石の採取等の行為に係る法第１６条第１項の規定により条例で定め

る事項は、当該行為をしようとする者の氏名及び住所（法人その他の団

体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並



びに当該行為の完了予定日とする。 

４ 土石の採取等の行為に係る法第１６条第２項の規定により条例で定め

る事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第１項の届出

に係る行為が同条第７項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以

外のものとする。 

（届出の適用除外） 

第１１条 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、規則で定め

る行為を除く行為とする。ただし、第８条第１項の規定により定めた景

観重点地区内における行為を除く。 

（特定届出対象行為） 

第１２条 法第１７条第１項の条例で定める特定届出対象行為は、景観重

点地区内における法第１６条第１項第１号及び第２号に規定する届出を

要するすべての行為とする。 

（広告物の届出） 

第１３条 広告物を表示し、若しくは設置し、変更し、又は改造しようと

する者で、規則で定める行為をしようとするものは、規則で定めるとこ

ろにより、あらかじめ、市長にその内容を届け出なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、景観重点地区内において、広告物を表示し、

若しくは設置し、変更し、又は改造しようとする者は、規則で定めると

ころにより、あらかじめ、市長にその内容を届け出なければならない。 

３ 愛知県屋外広告物条例（昭和３９年愛知県条例第５６号）の規定によ

り許可を要しないものについては、前２項の規定は、適用しない。 

（助言、指導、勧告等） 

第１４条 市長は、法第１６条第１項若しくは第２項又は前条の規定によ

る届出があった場合において、良好な景観の形成のために必要があると



認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言

し、又は指導することができる。この場合において、市長は、建築物、

工作物等に関する専門的な知識を有する者に意見を聴くことができる。 

２ 市長は、法第１６条第１項各号に掲げる行為をしようとする者又はし

た者が次の各号のいずれかに該当するときは、これらのものに対し、期

限を定めて、その是正、当該行為の中止その他必要な措置をとることを

勧告することができる。 

⑴ 法第１６条第１項又は第２項の規定に違反して、届出をせず、又は

虚偽の届出をしたとき。 

⑵ 法第１８条第１項の規定に違反して、届出に係る行為に着手したと

き。 

３ 市長は、法第１６条第３項に規定する勧告又は法第１７条第１項若し

くは第５項に規定する命令を行う場合において、必要があると認めると

きは、瀬戸市景観審議会の意見を聴くことができる。 

（公表） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、規則

で定めるところにより、次項に定める事項を公表することができる。 

⑴ 法第１６条第１項又は第２項の規定に違反して、届出をせず、又は

虚偽の届出をした者 

⑵ 法第１６条第３項の規定による勧告に従わなかった者 

⑶ 法第１７条第１項又は第５項の規定による命令に違反した者 

⑷ 法第１７条第７項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした

者 

⑸ 法第１７条第７項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、 

妨げ、又は忌避した者 



 ⑹ 法第１８条第１項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者 

 ⑺ 第１４条第２項の規定による勧告に従わなかった者 

２ 前項の規定により公表することができる事項は、次に掲げるものとす

る。 

 ⑴ 当該者が前項各号のいずれかに該当する者である旨及びその内容 

 ⑵ 当該者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 ⑶ 当該建築物、工作物等の名称及び所在地 

⑷ 景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しない項目及

びその内容 

⑸ 勧告又は命令の内容及びこれらに対する当該者の対応の内容（前項

第２号、第３号又は第７号に該当する者に限る。） 

３ 市長は、第１項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、

当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えるとと

もに、審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により当該者が弁明をした場合において当該者が

申し出たときは、第１項の規定による公表の際、当該弁明の内容を併せ

て公表するものとする。 

第４章 景観重要建造物及び景観重要樹木 

（指定等） 

第１６条 市長は、法第１９条第１項の規定により景観重要建造物及び法

第２８条第１項の規定により景観重要樹木を指定するときは、法第１９

条第２項及び法第２８条第２項に規定する手続のほか、あらかじめ、瀬

戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により指定したときは、その旨を告示するものと



する。 

３ 前２項の規定は、法第２７条第１項又は第２項及び法第３５条第１項

又は第２項の規定による指定の解除について準用する。 

第５章 景観まちづくり市民団体 

（認定） 

第１７条 市長は、一定の地区において、市民等が自主的に良好な景観の

形成に係る活動を行うために組織した団体で、次の各号に掲げる要件を

すべて満たすものを景観まちづくり市民団体（以下「市民団体」とい

う。）として認定することができる。 

⑴ その活動が当該地区における良好な景観の形成に著しく寄与すると

認められるものであること。 

⑵ その活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するもので

ないこと。 

⑶ 規則で定める項目がすべて定められた団体規約が定められているこ

と。 

２ 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところ

により、市長にその認定を申請しなければならない。 

（認定の取消し） 

第１８条 市長は、前条第１項の規定により認定した市民団体が同項各号

のいずれかに該当しなくなったとき、又は市長が市民団体として適当で

なくなったと認めるときは、当該市民団体の認定を取り消すものとする。 

第６章 表彰、助成等 

（表彰） 

第１９条 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与していると認める建築

物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者、その他の関係



者を表彰することができる。 

２ 市長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に著しく寄与し

たと認める活動を行った個人又は団体を表彰することができる。 

（助成等） 

第２０条 市長は、第８条第１項の規定により定めた景観重点地区におい

て、良好な景観の形成に著しく寄与すると認める行為を行う者に対し、

当該行為に要する費用の一部を助成することができる。 

２ 市長は、第１６条第１項の規定により指定した景観重要建造物及び景

観重要樹木の所有者等に対し、その保存のために技術的支援を行い、又

はその保存に要する費用の一部を助成することができる。 

３ 市長は、第１７条第１項の規定により認定した市民団体に対し、技術

的支援を行い、又はその活動に要する費用の一部を助成することができ

る。 

４ 市長は、前３項の規定によるもののほか、良好な景観の形成に著しく

寄与すると認める行為を行う者に対し、技術的支援を行い、又はその行

為に要する費用の一部を助成することができる。 

第７章 瀬戸市景観審議会 

（設置等） 

第２１条 この条例に定めるもののほか、市長の諮問に応じ、良好な景観

の形成に関する重要事項について調査審議するため、瀬戸市景観審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちか

ら市長が委嘱する委員２０人以内で組織する。 

３ 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要がある 

ときは、審議会に市長が委嘱する臨時委員若干人を置くことができる。 



４ 前３項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。 

第８章 雑則 

（委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３章の規定は、平成

２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 市長は、この条例の施行の日前にこの条例による改正後の瀬戸市景観

条例（以下「新条例」という。）第７条第１項の規定による景観計画を

定めるに当たり、改正前の瀬戸市都市景観条例（以下「旧条例」とい

う。）第２８条の瀬戸市都市景観審議会の意見を聴くことができる。こ

の場合において、当該意見は、新条例第２１条の審議会の意見とみなす。 

３ 第１項ただし書の規定により新条例第３章の規定が施行されるまでの

間は、旧条例第１３条から第１９条までの規定は、なおその効力を有す

る。この場合において、旧条例第１３条中「重点地区」とあるのは「瀬

戸市景観条例（平成２２年瀬戸市条例第３４号）第８条第１項の景観重

点地区（以下「景観重点地区」という。）」と、旧条例第１４条から第

１８条までの規定中「重点地区」とあるのは「景観重点地区」と、旧条

例第１５条第２項中「審議会」とあるのは「瀬戸市景観条例第２１条第

１項の瀬戸市景観審議会（以下「審議会」という。）」と読み替えるも

のとし、旧条例第１４条及び第１５条中の「整備基準」は旧条例第１２

条の都市景観形成整備基準を、旧条例第１９条第１項中の「基本計画」 



は旧条例第８条第１項の都市景観基本計画をいうものとする。 

４ 新条例第３章の規定の施行の日前に、現に前項の規定によりなおその

効力を有することとされる旧条例第１３条第１項又は旧条例第１８条第

１項の規定による届出がされた行為については、なお従前の例による。 

５ 新条例第１１条に定めるもののほか、法第１６条第７項第１１号の条

例で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 

⑴ 新条例第３章の施行の日前に旧条例第１３条第１項又は旧条例第１

８条第１項の規定により届出がされた行為 

⑵ 新条例第３章の施行の日から平成２３年５月１日までの間に着手す

る法第１６条第１項の規定により届け出なければならない行為（旧条

例第１３条第１項又は旧条例第１８条第１項の規定により届け出なけ

ればならない行為で、新条例第３章の施行の日前にその届出がされて

いる行為に限る。） 

６ この条例の施行の際旧条例第２８条第１項の規定により設置されてい

た瀬戸市都市景観審議会は、新条例第２１条第１項の規定により設置さ

れた瀬戸市景観審議会（次項において「審議会」という。）とする。 

７ この条例の施行の際現に審議会の委員であるものの任期は、旧条例第

２８条第２項の規定により任命された際の任期とする。 

 


